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内内容　時日時　場場所　対対象　定定員　申申込・申請　講講師　演演者　￥費用（無料の場合は掲載を省略しています）　保一時保育
持持ち物　備備考　注注意事項　提提出　配配布　問問い合わせ　℡電話番号　 フリーダイヤル　FAXファクス　 メール　予予約

保
険
料
の
納
付
は
口
座
振
替
が
便
利

　

国
民
健
康
保
険
料・
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
の
納
付
を
市
指
定
金
融
機
関
の
口
座
か

ら
の
自
動
引
き
落
と
し
に
す
れ
ば
、
納
付
し

に
行
く
手
間
が
は
ぶ
け
、
納
付
忘
れ
が
な
く

な
り
ま
す（
翌
年
度
か
ら
も
自
動
更
新
さ
れ

ま
す
）。

　
市
指
定
金
融
機
関（
郵
便
局
を
含
む
）の
窓

口
で
、
備
え
付
け
の
申
請
用
紙
に
て
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

申
請
手
続
き
に
必
要
な
も
の　

▽
預
貯
金
通
帳
ま
た
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド

▽
保
険
証

▽
届
け
出
印

　
市
役
所
の
窓
口
で
は
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー

ド
の
み
で
口
座
振
替
申
請
が
で
き
る「
ペ
イ

ジ
ー
口
座
振
替
受
付
サ
ー
ビ
ス
」を
実
施
し

て
い
ま
す
。
取
り
扱
い
で
き
な
い
金
融
機
関

も
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問
保
険
収
納
課

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
３
７

生活保護適正化情報ダイヤル
　市民の皆さんから、生活保護の不正受給などに
関することや、本当に生活に困窮しているにも関
わらず、市に相談していない人の情報などを受け
付け、その情報をもとに独自に調査を行います。
　提供された情報は厳密に取り扱い、情報提供者
の個人情報は厳守します。
　市民の皆さんのご理解・ご協力をお願いします。

問生活福祉課   ℡06-6992-1593   Mori_seikatuf@city-moriguchi-osaka.jp

専用電話番号06-6998 -7921   受付時間平日9:00～17:30

次の情報をお待ちしています。
▽仕事をしているのに市に報告していない
▽財産があるのに生活保護費を受給している
▽虚偽の世帯構成で生活保護を受けている
▽ 生活保護受給者を安いアパートに住まわせて保護費を搾取する
など、貧困ビジネスの疑いがある
▽自身の処方薬を他人に譲渡している
▽ 本当に生活に困っているのに、市や民生委員に相談していない

お
ト
ク
な
健
康
ア
プ
リ「
ア
ス
マ
イ
ル
」

　
「
お
お
さ
か
健
活
マ
イ
レ
ー
ジ
ア
ス
マ
イ

ル
」は
、
府
民
の
健
康
づ
く
り
を
サ
ポ
ー
ト

す
る
ア
プ
リ
で
す
。

　
朝
食
を
食
べ
る
、
歩
く
、
歯
を
磨
く
、
け

ん
し
ん（
特
定
健
診・
が
ん
検
診
な
ど
）を
受

け
る
な
ど
の
毎
日
の
健
康
活
動
で
ポ
イ
ン
ト

税
金
ク
イ
ズ
と
ふ
れ
愛
コ
ン
サ
ー
ト

内 

▽
第
１
部
…
中
学・高
校
生
に
よ
る「
税
に

つ
い
て
の
作
文
」優
秀
作
文
朗
読
、
税
が

わ
か
る「
税
金
ク
イ
ズ
」

備 

ク
イ
ズ
は
賞
品
あ
り
。

　

 

▽
第
２
部
…
迫
力
あ
ふ
れ
る「
ふ
れ
愛
コ

ン
サ
ー
ト
」

時
12
月
11
日（
水
）午
後
４
時

場
エ
ナ
ジ
ー
ホ
ー
ル

演
大
阪
桐
蔭
高
等
学
校
吹
奏
楽
部

問
門
真
納
税
協
会

℡ 

０
６
・
６
９
０
８
・
０
６
３
１

市
税
は
納
期
内
に

　

固
定
資
産
税・
都
市
計
画
税
と
個
人
市
民

税・
府
民
税（
普
通
徴
収
分
）の
第
１
〜
３
期

分
お
よ
び
軽
自
動
車
税
を
納
め
て
い
な
い
人

は
、
至
急
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
納
期
限
ま

で
に
納
付
が
な
い
場
合
、
納
付
さ
れ
る
ま
で

の
期
間
に
応
じ
て
延
滞
金
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
固
定
資
産
税・
都
市
計
画
税
の
第

４
期
の
納
期
限
は
、
12
月
２
日（
月
）で
す
。

納
期
ま
で
に
近
く
の
金
融
機
関
や
コ
ン
ビ
ニ

な
ど
で
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。
な
お
、
口

座
振
替（
自
動
払
込
）を
利
用
し
て
い
る
人

は
、
預
金
残
高
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　
納
付
で
き
る
資
力
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
納
付
が
な
い
場
合
、財
産（
不
動
産・預
金・

給
与
の
年
末
調
整

　
年
末
調
整
と
は
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
な
ど
の

給
与
所
得
者
を
対
象
に
、
１
年
間
の
給
与
総

額
が
確
定
す
る
年
末
に
そ
の
年
の
所
得
税
を

再
計
算
し
、
そ
れ
ま
で
に
源
泉
徴
収
し
て
い

た
税
額
と
の
差
額
を
還
付
ま
た
は
徴
収
す
る

手
続
き
で
す
。

　
年
末
調
整
の
内
容
は
、
勤
務
先
か
ら
お
住

ま
い
の
市
町
村
へ
給
与
支
払
報
告
書
と
し
て

提
出
さ
れ
、
翌
年
の
個
人
市
民
税・
府
民
税

の
課
税
資
料
と
な
り
ま
す
。

　
年
末
調
整
を
受
け
る
に
は
、「
給
与
所
得
者

の
扶
養
控
除
等
異
動
申
告
書
」を
勤
務
先
へ

提
出
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
ま
た
、

必
要
に
応
じ
て
生
命
保
険
料・
地
震
保
険
料

な
ど
の
控
除
や
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

（
２
年
目
以
降
）を
申
告
す
る
書
類
を
提
出
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、
医
療
費
控
除
を
受
け
た
り
、
初
め

て
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受
け
る
場
合

は
、
税
務
署（
場
合
に
よ
り
市
）へ
申
告
書
を

提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
ふ
る
さ
と
納
税
に
お
い
て
ワ
ン
ス

ト
ッ
プ
特
例
制
度
を
利
用
し
て
い
て
も
、
確

定
申
告
も
し
く
は
住
民
税
の
申
告
を
す
る
場

合
は
こ
の
特
例
が
適
用
で
き
な
い
た
め
、
申

告
の
際
に
寄
付
金
控
除
に
つ
い
て
も
あ
わ
せ

て
申
告
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
注
意
し

て
く
だ
さ
い
。

問
課
税
課
市
民
税
担
当

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
５
６

年
末
調
整
お
よ
び

 

消
費
税
軽
減
税
率
制
度
説
明
会

　
源
泉
徴
収
義
務
者（
事
業
主
）は
、
送
付
済

の
案
内
状
と
関
係
書
類
を
持
参
の
上
、
出
席

し
て
く
だ
さ
い
。

時 

11
月
20
日（
水
）午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30

分
場
エ
ナ
ジ
ー
ホ
ー
ル

備 

午
後
３
時
30
分
か
ら
は
消
費
税
軽
減
税
率

制
度
の
概
要
や
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
つ
い

て
の
説
明
会
を
開
催
し
ま
す（
約
１
時
間
）。

問
門
真
税
務
署

℡ 

０
６
・
６
９
０
９
・
０
１
８
１

注 
音
声
案
内
に
従
い
、
最
初
に
②
番
を
押
し

て
く
だ
さ
い
。

給
与
な
ど
）に
対
し
、
差
し
押
さ
え
、
公
売

な
ど
を
行
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
の

で
、
納
期
限
内
で
の
納
付
を
必
ず
お
願
い
し

ま
す
。

　
な
お
、
病
気
や
失
業
な
ど
の
理
由
で
納
付

が
困
難
な
場
合
は
、
納
期
限
ま
で
に
納
税
課

ま
で
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

問
納
税
課

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
８
５
２
〜
１
８
５

４

国民健康保険・後期高齢者医療制度　平日夜間・休日窓口開庁のお知らせ

　保険課、保険収納課は、次の日程で平日夜間と休日に窓口を開庁します。国民健康保険の加入・脱退の届出や
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の納付相談などで、平日の日中に来庁が難しい人は利用してください。
　なお、納付相談は電話での対応も可能ですので、平日夜間・休日窓口開庁日時に相談してください。
平日夜間　11月18日(月)・19日(火)・21日(木)・22日(金)いずれも17:30~20:00
休　　日　11月24日(日)9:00~13:00
注 平日夜間・休日窓口開庁の時間帯は、後期高齢者医療被保険者証の即日の再交付など、一部対応できない業務
があります。

場・問保険課   ℡06-6992-1545   場・問保険収納課   ℡06-6992-1537

例
月
出
納
検
査
の
結
果

　
８
月
分
例
月
出
納
検
査
は
、９
月
24
日
に
、

高
瀬
久
美
子
、
久
保
篤
彦
、
立
住
雅
彦
の
各

監
査
委
員
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
正
確
で
あ
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

問
監
査
委
員
事
務
局

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
７
９
５

愛の献血
時 ▽11月17日（日）
　　10:00～12:00、13:00～16:00
　▽12月3日（火）
　　10:00～12:00、13:00～16:30
場イオンモール大日
問守口市献血推進協議会事務局
　（地域福祉課内）
℡06-6992-1570

　10:00～12:00、13:00～16:30

が
貯
ま
り
、
貯
ま
っ
た
ポ
イ
ン
ト
で
飲
み
物

や
電
子
マ
ネ
ー
な
ど
が
当
た
る
抽
選
に
参
加

で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
40
歳
以
上
の
守
口
市
国
民
健
康
保

険
加
入
者
は
抽
選
に
加
え
て
、
特
定
健
診
を

受
診
す
る
こ
と
で
、
３
千
円
分
の
電
子
マ

ネ
ー
な
ど
と
交
換
で
き
る
ポ
イ
ン
ト
が
も
ら

え
ま
す
。

申 

▼
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
お
持
ち
の
人

① 

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
ア
プ
リ
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
②
利
用
規
約
へ
の
同
意

③ 

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
登
録

（
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

を
登
録
し
て
く
だ
さ
い
）

④ 

本
人
確
認
書
類
を
登
録（
免
許
証
ま
た
は

国
保
加
入
者
は
国
民
健
康
保
険
証
）

▼
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
お
持
ち
で
な
い
人

専
用
歩
数
計（
有
料
）で
参
加
で
き
ま
す
。

① 

申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
く
だ
さ

い
。申
込
書
は
ア
ス
マ
イ
ル
公
式
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
ま
た
は
自
治

体
の
窓
口
な
ど
に
設
置
し
て
い
ま
す
。

② 

専
用
の
歩
数
計
が
着
払
い
で
届
き
ま
す
。

③ 

専
用
リ
ー
ダ
ー
に
か
ざ
す
と
、
歩
数
が
記

録
さ
れ
抽
選
ポ
イ
ン
ト
が
貯
ま
り
ま
す
。

専
用
リ
ー
ダ
ー
は
自
治
体
の
窓
口
や
ロ
ー

ソ
ン（
Ｌ
ｏ
ｐ
ｐ
ｉ
端
末
）に
設
置
し
て
い

ま
す
。

注 

歩
数
計
の
み
で
の
参
加
は
、
取
得
で
き
る

ポ
イ
ン
ト
項
目
に
制
限
が
あ
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
ア
ス
マ
イ
ル
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問 

お
お
さ
か
健
活
マ
イ
レ
ー
ジ
ア
ス
マ
イ
ル

事
務
局

℡ 

０
６
・
６
１
３
１
・
５
８
０
４（
12
月
29

日
〜
１
月
３
日
を
除
く
午
前
９
時
〜
午
後

５
時
）

FAX 

０
６
・
６
４
５
２
・
５
２
６
６

HP https://w
w
w
.asm

ile.pref.osaka.
jp/

問 

保
険
課

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
４
５


